
 

 

令和６年度 第１回 

高知市在宅医療・介護連携推進委員会 

資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：令和６年６月 24日（月）18：30～20：30 

場所：総合あんしんセンター３階大会議室 



目次 

 

１ 高知市在宅医療・介護連携推進委員会名簿   ・・・・・・・・・Ｐ１ 

２ 高知市在宅医療・介護連携推進委員会設置要綱 ・・・・・・・・・Ｐ２ 

３ 令和５年度，令和６年度 在宅医療・介護連携推進事業報告 

高知市                         ・・・Ｐ５ 

  高知市在宅医療介護支援センター             ・・・Ｐ16 

４ 各団体の取組紹介                    ・・・別紙 

５ 市民啓発に関する取組について              ・・・Ｐ18 

 

＜別紙資料＞ 

１ 令和５年度第１回高知市在宅医療・介護連携推進委員会市民啓発 WG議事録 

（要約版） 

２ 協議用資料（Ａ３用紙） 

３ 在宅（療養）生活支援リーフレット 

 

 

 

 

 

 

 



高知市在宅医療・介護連携推進委員会委員名簿 

（令和５年２月 1日～令和７年１月 31日） 

  ※安部委員は令和５年４月１日～，井上委員は令和５年６月 11 日～，西村委員は令和５年７月 27 日～ 

※和田委員は令和６年４月８日～，高橋委員は令和６年４月 25 日～， 佐々木委員は令和６年５月 16 日～ 

※中川委員は令和６年６月６日～，中島委員は令和６年６月 17 日～ 

 
所属 氏名 

１ 高知県立大学看護学部 特任教授 森下 安子 

２ 高知北在宅医療介護ネットワーク 委員長 中川 宏治 

３ 高知県医療ソーシャルワーカー協会 副会長 佐々木 美知子 

４ 高知県介護福祉士会 副会長 森本 俊介 

５ 公益社団法人高知県看護協会 常任理事 中島 信惠 

６ 一般社団法人高知県作業療法士会 会長 浅川 英則 

７ 高知県通所サービス事業所連絡協議会 会長 細川 忠 

８ 一般社団法人高知県訪問看護連絡協議会 会長 安岡 しずか 

９ 高知県ホームヘルパー連絡協議会 副会長 川田 麻衣子 

10 公益社団法人高知県薬剤師会 理事 田中 繁樹 

11 公益社団法人高知県理学療法士協会 副会長 西村 敦司 

12 一般社団法人高知市医師会 理事 藤井 貴章 

13 高知市居宅介護支援事業所協議会 会長 和田 真樹 

14 一般社団法人高知市歯科医師会 理事 石黒 純子 

15 一般社団法人高知がん患者支援推進協議会 理事 川澤 成子 

16 高知市民生委員児童委員協議会連合会 副会長 藤崎 忠男 

17 高知市在宅医療介護支援センター 高橋 幸栄 

18 高知市基幹型地域包括支援センター 安部 朋宏 

※一般社団法人高知市医師会理事植田委員は団体の意向により委員を辞任。後任は令和６年７月に選任予定。 
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高知市在宅医療・介護連携推進委員会設置要綱を次のように定める。 

 平成29年２月１日 

高知市長 岡 﨑 誠 也  

   高知市在宅医療・介護連携推進委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が，住み慣れた地域で自分らしい暮らしを希望するまで続

けることができるよう，在宅医療及び介護を一体的に提供する体制を構築するための方策等を協議するため，

高知市在宅医療・介護連携推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項について協議を行うものとする。 

⑴ 地域の医療機関，介護事業者等の情報の収集及び活用に関する事項 

 ⑵ 在宅医療及び介護の連携に係る課題の抽出並びに対応策に関する事項 

 ⑶ 在宅医療及び介護サービスの提供体制の構築の推進に関する事項 

 ⑷ 医療・介護関係者の情報共有の支援に関する事項 

 ⑸ 在宅医療及び介護の連携に関する相談の支援に関する事項 

 ⑹ 医療・介護関係者の研修の実施に関する事項 

 ⑺ 地域住民への在宅医療及び介護の連携に関する情報の普及啓発に関する事項 

 ⑻ 在宅医療及び介護の連携に係る関係市町村との連携に関する事項 

⑼ その他在宅医療及び介護の連携の推進のために市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する委員20人以内をもって組織する。 

⑴ 学識経験者 

 ⑵ 保健，医療及び福祉関係団体の役職員 

 ⑶ 市民 

 ⑷ 行政関係者 

⑸ その他市長が特に必要と認める者 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，その職務を行う。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は，委員長が必要に応じて招集し，委員長が議長となる。 

２ 委員会の会議において必要があると認めるときは，委員以外の者の出席を求め，その意見又は説明を聴くこ

とができる。 

（専門部会） 

第７条 委員会の所掌事項について専門的に協議する必要があるときは，委員会に専門部会を置くことができ

る。 

２ 



２ 前条第２項の規定は，専門部会について準用する。 

３ 前項に規定するもののほか，専門部会の組織及び運営について必要な事項は，委員長が別に定める。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，健康福祉部地域共生社会推進課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が委員会に諮って定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は，平成29年２月１日から施行する。 

 （会議の招集に関する特例） 

２ この要綱の施行の日以後最初に開催される委員会の会議は，第６条第１項の規定にかかわらず，市長が招集

するものとする。 

   附 則 

 この要綱は，令和２年３月５日から施行し，この要綱による改正後の高知市在宅医療・介護連携推進委員会設

置要綱の規定は，令和２年１月28日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

  

３ 



 

 

 

報告 
 

⑴ 令和５年度，令和６年度 在宅医療・介護連携推進事業報告 

  ・高知市 

  ・高知市在宅医療介護支援センター 

  

   ⑵ 各団体の取組紹介 

  

４ 



令和５年度

在宅医療・介護連携推進事業について

高知市地域共生社会推進課
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令和５年度 高知市在宅医療・介護連携推進事業 スケジュール

４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月

現状分析・
課題抽出・
施策立案
（企画）

地域の医療・介護の資源の把握

在宅医療・介護連携の課題の抽出と対
応策の検討

切れ目のない在宅医療と介護の連携
体制の構築の推進

対応策
の実施

在宅医療・介護連携に関する相談支援

地域住民への普及啓発

医療・介護関係者の情報共有の支援，
知識の習得等のための研修などの地
域の実情に応じた医療・介護関係者の
支援

対応策の評価の実施，改善の実施

高知くらしつながるネット（愛称「Ｌｉｃｏネット」）の運用

高知くらしつながるネット（愛称「Ｌｉｃｏネット」）の運用

入退院時の引継ぎルール運用支援

センター委託・連携した業務の実施

「出前講座」の実施（在宅医療介護支援センター実施）

推進委員会の開催（６月） 推進委員会の開催（２月）★「多職種連携」 「市民啓発」ＷＧ開催

★点検協議（７月）

★多職種研修会（１月）

★「多職種連携」 「市民啓発」ＷＧ開催

推進委員会の開催（６月） 推進委員会の開催（２月）

★ルールの運用に関するアンケート調査
結果報告（基幹ケアプランＣ４/10，11）地域
包括支援Ｃ4/18，居宅協議会総会４/20）

★「多職種連携」「市民啓発」ＷＧ開催

センター委託・連携した業務の実施

★「多職種連携」「市民啓発」ＷＧ開催

★医療機関窓口調査（５月）

★「多職種連携」「市民啓発」ＷＧ開催

推進委員会委員所属の職能団体協力による「出前講座」の実施

★消防との意見交換
★救急（医療機関救急外来や消防）との
意見交換

★ＣＭ対象アンケート

★医療機関対象アンケート

６



７

入退院時の引継ぎルール 点検協議

・協議テーマ

「本人の思いを引き出すために，どのような支援や連携が必要か。

また，入・退院時の引き継ぎにおいて最も重要な情報は何か」

在宅看取りにおける経過別連携シート

・多職種連携WGで協議。

・多職種が経過時期を共有し，互いの役割を確認するための可視化

ツール。



令和６年度

在宅医療・介護連携推進事業について

高知市地域共生社会推進課

８



高知市における在宅医療・介護連携の推進体制

健康福祉部

地域保健課

地域共生社会推進課

基幹型地域包括
支援センター

介護保険課

高知市医師会と
連携

高知市在宅医療
介護支援センター

高知市在宅医療・介護連携推進委員会

市民啓発ＷＧ 多職種連携ＷＧ

※委員会での検討を通じ，課題解決策を検討するためのＷＧを随時設置，運営

在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進

Ｐ

Ｄ Ｃ

Ａ

医療関係者 介護関係者
住民

市町村

地域のめざすべき姿

PDCAサイクルで
継続的に実施
することで成長

医療と介護の両方を必要とする要介護高齢者等が，住み慣れた地域で自分らしい生活を続けていくことができる地域を目指して，医療と介護の連携を推進する。在
宅医療及び介護を一体的に提供する体制を構築するための方策等を協議することを目的に，高知市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱を制定し，高知市在宅医療・
介護連携推進委員会を設置している。
推進委員会で協議された方策等を実現するために，多職種多機関連携や，各関係機関での取組を推進委員会の委員の皆さんとともに，地域共生社会推進課をはじめ

とした関係課も取り組む。

９



在宅医療・介護連携推進事業 めざす姿

医療と介護の関係機関が連携して切れ目なく支援することで，

医療と介護の両方を必要とする高齢者等が，

住み慣れた地域で自分らしい生活を

人生の最期まで続けることができる

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者等の生活を支える上での重要な視点

 本人の望む暮らしや医療，ケアについて確認しながら，その思いを尊重して支援する（意思決定支援）
 本人の持つ力を最大限生かすよう支援する
 これらを実現するために，医療や介護に関わる機関（者）が，連携・協働して支援する（多機関（職種）協働）

※在宅医療・介護連携推進委員会にて承認済
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在宅医療・介護連携推進事業 めざす姿

【指標・目標】
・ACP（人生会議）について

「自分が望む医療やケアなどについて，家族などの身近な人と
話し合っている（又は話し合ったことがある）」人の割合

28.2％（令和５年度） ⇒ 35％（令和８年度）
※介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

・自宅や施設での最期を希望する人のうち，希望する場所での最
期を「実現できる」と思う人の割合

22.3％（令和５年度） ⇒ 30％（令和８年度）
※介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

11



在宅医療・介護連携推進事業 ４つの場面ごとのめざす姿

•医療・介護関係者が多職種協働することにより，高齢者等の日常の療養生
活を支援することができ，本人が住み慣れた場所で自分らしく暮らし続ける
ことができる。

日常の

療養支援

•入・退院時に，医療機関とケアマネジャーや介護事業所，在宅医療関係者
が互いに確実に情報共有を行い，協働し，一体的でスムーズな医療・介護
サービスが提供され，高齢者等が希望する場所で望む生活を続けることが
できる。

入退院

支援

•医療・介護・消防（救急）が円滑に連携することによって，在宅で療養生活を
送る高齢者等の急変時にも，本人の意思も尊重された対応を踏まえた適切
な対応が行われるようにする。

急変時の

対応

•市民が，在宅での看取り等について十分に認識・理解するとともに，高齢者
等が人生の最終段階における希望する場所での看取りを行えるように，医
療・介護関係者が，本人等（家族）の思い（人生の最終段階における意思）を
共有し，それを実現できるように支援する。

看取り

４つの場面のめざす姿で記載している「高齢者等」とは，「医療と介護の両方を必要とする高齢者等」をいいます。

12



令和６年度 高知市在宅医療・介護連携推進事業

【Ｒ６年度 事業目標】

1.日常の療養支援
目 標：「市民が在宅療養生活で受けられる医療や介護サービスについて知る」

「他職種の役割を理解することができ，適切に連携することができる」
手 法：出前講座「在宅医療・介護」，在宅療養（生活）支援リーフレットの活用，

Licoネットの運用，訪問診療等のガイド発行，
交流会（Dr×CM・訪看，CM×訪看，CM×地域連携室）

関連業務：地域包括支援センターによる啓発（認知症，がん），
介護保険課による出前講座（介護保険）

2.入退院支援
目 標：「在宅で介護（支援）を必要とする人を支えるために必要な情報を入・退院時に

互いに確実に引き継ぐことができる」
手 法：入・退院時の引継ぎルールの運用・見直し（医療機関やケアマネジャーへのアン

ケート調査，点検協議の実施），在宅医療介護支援センター相談業務
関連業務：入退院支援事業（県立大が県から受託） 13



令和６年度 高知市在宅医療・介護連携推進事業

3.急変時の対応
目 標：急変時にも対応できるよう，本人の意思を確認する体制構築を検討する
手 法：ACPに関する啓発(出前講座「自分が願う終末期」，「エンディングノートを書

いてみよう」），在宅医療・介護連携推進委員会，
消防局や救急病院との協議

関連業務：あんしんキット（地区社協），高知県メディカルコントロール協議会（消防局）

4.看取り
目 標：本人の思い（望む生活や人生の最終段階での医療・ケア）について，本人・家

族・支援者が共に確認する機会をつくることができる
在宅で看取りとなる方を多職種が協働して支えることができる

手 法：出前講座：「自分が願う終末期」「エンディングノートを書いてみよう」，
市民向け研修会，多職種研修会
在宅看取りにおける経過時期別連携シートの活用・点検（多職種連携ワーキング
の活用）
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令和６年度 高知市在宅医療・介護連携推進事業 スケジュール
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

全体

推進委員会 ★開催 ★開催

市民啓発WG ★開催 ★開催 ★開催

多職種連携WG ★開催

事業担当者会 ★ ★ ★ ★

日常の
療養支援

出前講座
「在宅医療・介
護」

交流会
★DrとCM・
訪看

★CMと地域
連携室

医療機関等の
ガイド発行

★（予定）

在宅療養リーフレット
の活用

出前講座や点検協
議等で配布

Licoネットの運用

入退院
支援

入・退院時の
引継ぎルール

★医療機関
窓口調査

★点検協議
開催案内

★点検協議
（20日or22日）

★ルール見直し
★CMアンケート

★医療機関アン
ケート

関係機関からの相
談対応

急変時の
対応

ＡＣＰの啓発

その他
★消防との
意見交換

看取り

連携シートの活用
★居宅総会で紹介
★訪問看護STにPR

★多職種連携
WGで点検・見
直し

ＡＣＰの啓発 ★支援者向け
研修会

市民向け研修
会

随 時 ： あかるいまちで掲載予定

出前講座「自分が願う終末期」「エンディングノートを書いてみよう」

※ この字体の内容は，高知市在宅医療介護支援センターが実施する業務
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「医療」と「介護」を必要とする高齢者が,住み慣れた地域で自分らしい生活ができるように

　医療と介護の協働の取り組みを支援する

①多職種がお互いの役割を理解し協働ができる。また必要な知識と技術の向上に向けた研修ができる

②地域の医療・介護関係者や地域包括支援センターから,在宅医療・介護に関する相談を受付,調整,情報提供を行う

③人生の最終段階における終末期についての普及啓発を行う（市民・支援者）

在宅支援

の場面

⑴日常の療養支援のために医療・介護の ア.高知市在宅医療介護支援センター（以下センター）の関係機関への

　関係者が,互いの役割を理解し 　PRを行う

　協働できる ➡地域包括支援センター・ケアマネジャーへのヒアリングの実施

➡ケアマネジャーのブロック会への参加

➡センター便り（医師会報への掲載）の発行

➡SNS、HPを使った情報発信

➡センターの新しいポスター、LINEの活用

イ.ケアマネジャーと医療関係者の交流できる

➡ケアマネジャー・医師・訪問看護ステーションとの交流の場の設定

➡ケアマネジャー・地域医療連携室との交流の場の設定

ウ.多職種が参加する研修会開催

➡在宅医療・介護関係者対象の交流会を高知県薬剤師会と

　高知市歯科医師会と共同で開催し、交流の場を設定

➡第8回多職種協働研修会開催

（外部講師による講演会、パネリストによる取組発表）

⑵在宅療養を行う上で必要な医療・ ア.在宅医療・介護資源に関する情報収集と現状の把握・分析を行う

　介護資源が充足され,一人ひとりに ➡既存の医療資源の可視化（冊子、HP掲載）

　応じた２４時間の支援体制ができる ・『訪問診療・往診を行っている医療機関ガイド-診療所・病院-』

・『医療ニーズの高い人の受け入れができる居宅サービス事業所ガイド』

　令和7年度改訂版の発行

➡地域ケア会議・居宅協議会・居宅ブロック会等への定期的な参加

➡地域包括支援センター等へのヒアリング

⑴ケアマネジャーからの情報が医療機関内 ア.高知県立大学主催の入退院支援事業に参加する

　での医療・ケアに活かされ,退院後も イ.在宅医療・介護の連携システムの構築支援

　本人が希望する場所で不安なく生活が ➡「入・退院時の引継ぎルール」の点検協議への参加

　できる

⑵ケアマネジャーなどの専門職が ア.ケアマネジャー・医療機関・地域包括支援センターに対して,日頃から

　日頃から本人の思いや希望する生活を 　本人の希望する生活などについて十分聞き取っているか実態を

　聞き取り入退院調整時,医療機関と 　聞き取り、把握・分析を行う

　ともに本人が望む生活を送ることが ➡医師、ケアマネジャー、訪問看護ステーション、医療機関、

　できるよう支援ができる 　地域包括支援センターへのヒアリング、アンケート

イ.相談窓口の設置（HPやSNS（LINE）などでPR,受け付ける）

⑴市民が「在宅療養」や「看取り」 ア.出前講座の実施

「ACP」に関して,意識しイメージを 　※出前講座（チラシを配布など）、知っちょいてノートの紹介

　持ち、実践することができる イ.ACPについて継続的な学びの場（より実践的な）づくり

　（外部講師の講演会含む）

　※知っちょいてノートの紹介、活用について

⑵日常の療養支援の様々な場面で支援者が ア.専門職への啓発のための多職種研修会、ACP研修会

　本人の思いを聞き,人生の最終段階に ➡外部講師による講演会実施

　おける意思決定支援ができる ➡知っちょいてノートの紹介、活用について

・在宅医療・介護連携推進委員会

・ワーキンググループ参加

・センター運営委員会の開催

・四国四市とのWeb連絡会等

・地域医療ケアカンファレンスの参加

・センター職員の能力向上

入退院

支援

看取り

その他

作成：令和6年4月12日

令和6年度高知市在宅医療介護支援センター事業計画

目的

目標

事業目的 具体的活動

日常の

療養支援
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項目 事業目的 事業内容 具体的項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

➤地域包括支援センター・
　ケアマネジャーへのヒアリング

➤ケアマネブロック会参加

➤センター便り（医師会報等への掲載）

➤SNS、HPを使った情報発信
➤センターの新しいポスター、LINEの案内

➤医師とケアマネジャー、訪問看護
　ステーションとの交流会

➤ケアマネジャーと地域連携室との交流会

ウ.多職種が参加する研修会開催し、
　学びの場作りと、交流ができる

➤高知市歯科医師会、高知県薬剤師会と

　共同で交流会を開催

➤第8回多職種連携研修会

（交流会） （研修会）

➤既存の医療資源の可視化
・『訪問診療・往診を行っている
　医療機関ガイド-診療所・病院-』
・『医療ニーズの高い人の受け入れが
　できる　居宅サービス事業所ガイド』の
　令和6年度改訂版　発行

(予定)

➤地域ケア会議・ケアマネ協議会・
　ケアマネブロック会等への定期的な参加

➤地域包括支援センターへの
　ヒアリング

ア.高知県立大学主催の入退院
　支援事業への参加

➤入退院支援事業参加

イ.在宅医療・介護の連携システムの
　構築支援

➤「入退院時の引継ぎルール」の
　点検協議事業への参加

⑵ケアマネジャーや医療機関が日頃
　から本人の思いや希望する生活を
　聞き取り退院調整時、協働して本人が
　望む生活を送ることができるように
　支援ができる

ア.医師・ケアマネジャー・医療機関・
　訪問看護ステーション・地域包括
　支援センターなどに対して日頃から
　本人の希望について十分聞き取って
　いるか？実態を把握し分析

➤医師・ケアマネジャー・医療機関・訪問
　看護ステーション・地域包括支援センター
　へのヒアリング

対象：

研修会

参加職種

対象：
医師

対象：

医師・ケアマネ・

訪問看護・

地域包括

対象：

地連・

ケアマネ・

地域包括

ア.出前講座の実施 ➤PRと実施
➤知っちょいてノートの紹介

イ.市民に対して看取りに関する
　継続的な学びの場をつくる。

➤センター・外部講師による講演会
　（1回のみ）
➤知っちょいてノートの紹介、活用

(2)日常の療養支援の様々な場面で
　支援者が、本人・家族の思いを
　聞き取り、人生の最終段階における
　意思決定支援ができる

ア.医療・介護関係者への
　外部講師による講演会

➤外部講師による講演会
➤企画と実施
➤知っちょいてノートの紹介、活用

.センター職員の能力向上

・在宅医療・介護連携推進委員会、
　ワーキング参加
・地域医療ケアカンファレンス参加
・センター運営委員会の開催・他

➤研修会参加、自己研鑽

日

常

の

療

養

支

援

⑴日常の療養支援のために医療・
　介護の関係者が互いの役割を理解し、
　連携できる

ア.センターの関係機関へのPRを
　行い、相談を受ける

イ.ケアマネジャーと医療関係者の
　交流ができる

⑵在宅療養を行う上で必要な医療・
　介護資源が充足され、一人ひとりに
　応じた24時間の支援体制ができる

ア.在宅医療・介護資源に関する
　情報収集と現状の把握・分析を行う

そ

の

他

令和６年度　　高知市在宅医療介護支援センター業務月間計画 作成：令和6年4月12日

入

退

院

支

援

⑴ケアマネジャーからの情報が
　医療機関の医療・ケアに活かされ、
　退院後も本人が希望する場所で
　不安なく生活ができる

看

取

り

⑴市民が「在宅療養」や「看取り」に
　ついて意識し、イメージを持つことが
　できる
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協議 
 

テーマ「市民啓発に関する取組について」 

 

⑴ 市民啓発WGの取組報告 

   

⑵ 市民啓発に取り組む上での課題について 
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